
 

新聞広告倫理綱領 

 

日本新聞協会 

 昭和 33年 10月 7日制定 

  昭和 51年 5月 19日改正 

 

制定の趣旨 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 言論・表現の自由を守り、広告の信用をたかめるために広告に関する規制は、法規制や行

政介入をさけ広告関係者の協力、合意にもとづき自主的に行うことが望ましい。 

 本来、広告内容に関する責任はいっさい広告主（署名者）にある。しかし、その掲載にあ

たって、新聞社は新聞広告の及ぼす社会的影響を考え、不当な広告を排除し、読者の利益を

守り、新聞広告の信用を維持、高揚するための原則を持つ必要がある。 

 ここに、日本新聞協会は会員新聞社の合意にもとづいて「新聞広告倫理綱領」を定め、広

告掲載にあたっての基本原則を宣言し、その姿勢を明らかにした。もとより本綱領は会員新

聞社の広告掲載における判断を拘束したり、法的規制力を持つものではない。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日本新聞協会の会員新聞社は新聞広告の社会的使命を認識して、常に倫理の向上に努

め、読者の信頼にこたえなければならない。 

 １．新聞広告は、真実を伝えるものでなければならない。 

 １．新聞広告は、紙面の品位を損なうものであってはならない。 

 １．新聞広告は、関係諸法規に違反するものであってはならない。 

 

 

 

 


